
１　法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限
  る。以下「株主等」という。）について記載すること。
２　「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常勤・非常勤の別」の欄に記載することを要しない。

元 年 5 月 1 日
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代表取締役 常勤
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別紙一 （用紙Ａ４）

役　員　等　の　一　覧　表

役員等の氏名及び役名等

氏
フリ

名
ガナ

役　　名　　等 常勤・非常勤の別

令和

赤字部分を記入

青字部分に注意

フリガナを忘れず記載する

取締役が株主等に該当する場
合は、「取締役兼株主等」と
は記載せず、単に「取締役」
と記載する

「株主等」については、常
勤・非常勤の記載を要しない

監査役は記載不要（ただし、監査役が「株主等」に該当する場合は「株主等」として記載要）

法人株主は記載不要



別紙一 （用紙Ａ４）

役　員　等　の　一　覧　表
令和 年 月 日

役員等の氏名及び役名等

氏
フリ

名
ガナ

役　　名　　等 常勤・非常勤の別

１　法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限
  る。以下「株主等」という。）について記載すること。
２　「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常勤・非常勤の別」の欄に記載することを要しない。

作成不要



A3　原則として必要ありません。ただし、監査役が「株主等」に該当する場合、「株主等」として記載が必要です

Q4　法人です。親会社が株主となっているのですが、記載する必要はありますか？

A4　必要ありません。「株主等」に該当するのは、個人の株主のみです

Q5　個人です。この様式は必要ですか？

A5　不要です。平成28年6月1日以降、個人の方は、この様式の作成が不要となりました

Ｑ＆Ａ

Q1　法人です。この様式には誰を記載すればいいですか？

A1　①取締役全員、②顧問、相談役等、③100分の5以上を出資する株主（以下、「株主等」）の方を記載ください

Q2　法人です。取締役が「株主等」にも該当する場合、役名等にはどのように記載すればいいですか？

A2　単に「取締役」あるいは「代表取締役」と記載ください。「取締役兼株主等」と記載する必要はありません

Q3　法人です。監査役は記載する必要がありますか？


